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「 本 気 」 
校長 宮﨑 貴仁 

 先日はお天気にも恵まれ、運動会を無事に開催することができました。子供たち一人一人の輝

いている姿、全力を尽くして躍動している姿をご覧いただけたのではないでしょうか。保護者・

地域の皆様には早朝よりご来校いただき、熱いご声援、温かいご支援を賜り誠に感謝申し上げま

す。 

また、運動会の片付け等、多くの保護者の皆様にお手伝いいただいたことを併せてお礼申し上

げます。ありがとうございました。 

  

さて、先日の全校朝会で子供たちに

「本気」ということについてお話ししま

した。「今までに本気になって頑張った

ことがある人は？」と聞いてみると、ほ

とんどの子供たちは手を挙げていまし

た。勉強・習い事・スポーツ等、本気で

やっている子が多くてうれしい限りで

す。でも、「それは、本当に、本当に、

本気ですか？」と問いかけました。もし

かすると、「本気」になっているつもり、

ちょっと真剣になる瞬間があっただけ

かもしれません。 

子供たちは、大きな可能性を秘めてい

ます。大きな力をもっています。もっと、もっと本気になったら、自分でも驚くほどの力を発揮

できるはずです。 

自分の「本気」にもう一度目を向けて、本当の、本当の、本当の「本気」を出して、いろいろ

なことを頑張ってほしいと思います。 

もちろん、本校の職員一同も引き続き「本気」で教育活動に取り組んでまいります。今後とも、

子供たちの健全育成のため本校の教育活動にご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

●本宿小学校からの着信の際に表示される電話番号について 

 本宿小学校からお電話をさせていただく際に表示される電話番号ですが、代表番号の 042-597-0400 の

他に、042-597-0430 が表示される場合があります。お手数をお掛けしますが、どちらの電話番号もご登録

いただき、本宿小学校からの着信であることをご承知おきくださいますようお願いいたします。 
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●「ふれあい月間」について 
今月６月は「ふれあい月間（いじめ防止強化月間）」です。本校では、ふれあい月間に限らず、

年間を通じて日常的に適切ないじめ防止に努めています。いじめ問題への対応は、児童一人一人

の人権を守り、安全・安心な学校生活を実現するために、極めて重要な教育課題です。 

 

いじめ防止対策推進法には、いじめの定義・学校及び学校の教職員の責務・保護者の責務につ

いて、次のように示されています。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している

等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インタ

ーネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ

ているものをいう。 

 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住

民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組

むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこ

れに対処する責務を有する。（学校の具体的な取組は、本宿小ホームページ「いじめ防止基本方

針」に記載していますのでご確認ください。） 

 

（保護者の責務等） 

第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじ

めを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよ

う努めるものとする。 

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護す

るものとする。 

3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のため

の措置に協力するよう努めるものとする。 

 

これらのことから、学校・保護者・地域が連携・協力をし、いじめの予防・早期発見・早期対

応等に向け、様々な取組を行っていくことが重要となります。本校では、今後も全教職員がいじ

め問題に対する認識を高め、迅速かつ適切な対応を徹底していきます。ご家庭におかれまして

は、お子様との日常での会話を大切にしていただき、気になることや相談事等がございました

ら、学校までご連絡ください。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 


